
Ⅴ みどりとまちが調和した
安全・安心のまち
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消防力の整備強化
（担当部署：総務部 総務課）

○消防力の整備強化 ５億５，９６４万円

東部消防組合は、昭和５１年４月に与那原町、佐敷村、南風原村の１町２村で発足しました。そ

の後、昭和52年３月には西原村が加入、平成21年３月に旧佐敷町が市町村合併に伴い島尻消防

へ移管し、現在では南風原町、与那原町、西原町の３町で分担金を出し合い運営しています。

主な経費

東部消防組合負担金 ５億５，９６４万円

東部消防組合について教えて！

令和７年度の東部消防組合の予算額は、収入・支出ともに１７億９，０６９万円です。収入は３町

がそれぞれ支出した負担金と起債などで構成され、収入の約８１％、金額にして１４億５，８２９万円

は３町からの負担金となっています。負担金の負担割合は、南風原町３８．０％、与那原町２１．７

％、西原町４０．３％となっています。

また支出の約６４％は東部消防組合の人件費に充てら

ています。その他の主な経費は、高規格救急自動車、資機

材等の更新整備や保守点検料等となっています。

東部消防組合は、３町民の生命と財産を災害（火事や

通事故）などから守り、より安全で、安心して住めるまちづ

くりを進めています。また、３町で一つの東部消防組合消

防団を設置し、団員５０名で各種災害に備えています。

令和６年 火災予防運動

安心・安全に暮らせるまちづくり
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安心・安全に暮らせるまちづくり

防災体制強化事業
（担当部署：総務部 総務課）

○防災体制強化事業 １億９，６２０万円

１．消耗品費 ３１９万円

大規模な災害が起こった時の事を想定して、防災訓練の実施や備蓄食糧を確保する必要が

あります。令和７年度においては、防災訓練実施に伴う物品購入や備蓄食糧として非常食や飲

料水の補充整備を行い、災害に備えた防災体制を強化します。

２．委託料 ８３６万円

・デジタルMCA無線保守サービス委託料 ７万円

・防災行政無線保守点検委託料 １２９万円

・宮平川監視カメラシステム運用管理業務委託料 １７０万円

・防災情報発信強化工事監理委託料 ５３０万円

３．防災情報発信強化工事請負費 １億８，０５３万円

災害時の情報伝達手段として使用する防災行政無線システムの機能強化を図ることを目的

に、スピーカーの増設・機器更新や多種メディアへの同時配信等の工事を行います。

【防災情報発信機能強化イメージ】

既設スピーカー 高機能スピーカー

４．防災に係る各種経費 ４１２万円

防災行政無線などの通信機器に係る維持経費、防災訓練実施費用や災害保険費用などの

諸経費が発生します。

大規模地震などによる各種災害の発生を想定した防災訓練では、各関係機関と連携のもと、

迅速で的確な応急活動を実施するとともに、町民に広く、防災思想の普及・啓発を図ることを目

的としています。
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不発弾処理促進事業
（担当部署：総務部 総務課）

○不発弾処理促進事業 ４００万円

防護壁構築業務委託料 ４００万円

南風原町では、戦後８０年を迎える現在においても、多くの不発弾が発見されています。令和

６年の、不発弾発見数は１５件でしたが、現地での処理が必要となる５インチ艦砲弾などは発見

されませんでした。しかし、不発弾発見現場では、大量の７５ミリ砲弾や薬莢が見つかり、確認作

業に時間を要しました。

また、不発弾処理については、防護壁を使用することで処理時の避難半径を半減させること

ができます。例えば５インチ艦砲弾の場合、避難半径を２３０ｍから８８ｍに短縮させることができ

ます。さらに令和６年度からは５インチ艦砲弾に限り、耐爆容器を使用することで避難半径を２

５．５ｍまで縮めることが可能となりました。

今後も関係機関と連携を図り、安全な処理に努めてまいります。

南風原町内の不発弾発見届出数及び現地処理件数

発見届出件数 内現地処理件数

（年：１月～12月） （年度：４月～３月）

令和元年 ６７ ２

令和２年 ３７ ３

令和３年 ５７ ２

不発弾確認作業の様子

令和４年 １８ ５

令和５年 １６ １

令和６年 １５ ０

※発見届出件数には、機関銃・小銃の銃弾等も含まれています。

新川地内で発見された不発弾



- 122 -

河川整備事業
（担当部署：経済建設部 都市整備課）

○河川整備事業 １，５９７万円

宮平川、長堂川、安里又川が、豪雨等で氾濫しないよう、河川の土砂の浚渫や雑草の除草等を

行い、町民が安心安全で快適な生活ができるよう、各河川の維持管理に使われる予算です。

令和５年度は長堂川、令和６年度は安里又川の浚渫工事を実施し、令和７年度は宮平川の浚

渫工事を行います。

（主な事業内容） （事業費内訳）

① 草木等処理手数料及び人夫賃 役務費 １０３万円

② 重機、運搬車、清掃車借料 使用料及び賃借料費 ３７万円

③ 緊急浚渫推進工事 工事請負費 １，４５７万円

河川の土砂除去の作業状況

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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都市公園管理事業
（担当部署：経済建設部 都市整備課）

○都市公園管理事業 ４，５６４万円

黄金森公園、本部公園、宮城公園、神里ふれあい公園、花・水・緑の大回廊公園等を町民が快

適に利用出来るように、各公園施設の維持管理に使われる予算です。

主な経費

１．需用費 ５５７万円

・ 各公園のトイレットペーパー、草刈の際の機械燃料代、照明の電気料や水道料金、各

公園の遊具や施設の修繕費などの経費です。

２．委託費 １，４２６万円

・ 公園の遊具点検、公園のゴミ収集、夜間の公園警備及び維持管理に必要な対策の検

討を専門の業者に委託します。

３．工事請負費 ２，３２２万円

・黄金森陸上競技場湧水対策工事や本部公園多目的広場照明改修工事や陸上競技

場シャッター撤去工事を行います。

４．その他の経費 ２５９万円

・ 各公園の施設の維持を行うための人夫賃・重機使用料や原材料の購入等に係る費用

となっています。

公園遊具の点検状況
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津嘉山公園整備事業
（担当部署：経済建設部 都市整備課）

○津嘉山公園整備事業 ３，３２８万円

津嘉山公園は、国道５０７号バイパス沿道の商業施設予定区域に隣接しており、イベントの開催

可能な多目的広場や斜面地を利用したパークゴルフ場を整備します。土地区画整理事業による

良好な市街地と併行して都市公園を整備することにより、住民の憩い及びレクリエ－ションの場を

確保し、良好な都市環境・機能の充実を図ります。

令和７年度は、植栽及び付帯工事を行います。

事業費 ３，３２８万円

事業費の内訳

【収入】

事業費の内訳（収入）

県の補助（１／２) １，５００万円

町債（町の借金） １，４１０万円

一般財源 ４１８万円

【支出】

事業費の内訳（支出）

工事費 ３，００１万円

委託費 ２６６万円

その他 ６１万円

公園の整備状況

津嘉山公園完成予想図
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公園施設長寿命化対策事業
（担当部署：経済建設部 都市整備課）

○公園施設長寿命化計画策定事業 ３，２７８万円

南風原町管内都市公園８箇所における公園施設について、安全性の確保及びライフサイクルコ

スト縮減の観点から、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設につ

いて、計画的な改築を行います。

令和７年度は、花・水・緑の大回廊公園のバスケットコート改築工事及び宮城公園テニスコート

の照明改修工事を行います。

事業費 ３，２７８万円

事業費の内訳

【収入】

事業費の内訳（収入）

県の補助（１／２) １，６３８万円

町債（町の借金） １，４７０万円

一般財源 １７０万円

【支出】

事業費の内訳（支出）

工事費 ３，２７８万円

対 象 施 設

花・水・緑の大回廊公園（バスケットコート） 宮城公園（テニスコート）
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下水道事業（公営企業会計）
（担当部署：経済建設部 区画下水道課）

○下水道事業（公営企業会計） １０億６，３１３万円

下水道事業は、令和２年４月１日より、健全で持続的なサービス向上を目的として地方公営企業

法の財務適用で『特別会計（官庁会計）』から『公営企業会計（複式簿記）』へ移行しています。

◆公共下水道事業 １０億４，３１５万円

下水道は、国の補助を受けて整備を行い、川や海の公共用水域を保全し、地球の自然環境も

含め、町民の皆さまの生活環境を良くするための公共財産です。南風原町で行って

いる下水道整備事業は、整備区域の拡充を図り下水道に接続された皆さまの家庭

や事業所等から排出されるさまざまな汚水（水洗トイレ、台所、浴室、洗濯水など）

を、まとめて最終処理場（那覇浄化センター）で浄化処理し、きれいな水にしてから

海に放流する（一部再利用）未普及解消下水道事業（汚水）と、雨水を速やかに排

除し、浸水を防除する浸水対策下水道事業（雨水）があります。

なお、公共下水道事業での汚水処理は、下水道使用料で運営しており、使用者から下水道料

金として徴収しています。

１．下水道（国庫補助関連）事業費 ５億６，６０１万円

未普及解消下水道事業（汚水）、浸水対策下水道事業（雨水）

の２事業で内訳は次のとおりです。

総事業費 国・県補助金 町債(町の借金)

町単費

５億６，６０１万円 ３億４６９万円 ２億３，１１０万円 ３，０２２万円

【 令和７年度の事業内容 】

①汚水処理整備を進めるための未普及解消下水道事業として・・・４億８３４万円

主に照屋地区及び津嘉山地区の整備を行います。

工事期間：令和７年４月～令和８年３月

②事業の効果を促進するため、浄化槽から下水道へ接続する方への補助金・・・３００万円

③雨水を速やかに排除し、町民の皆さまの生命・財産等を浸水から守る浸水対策下水道

事業として・・・１億５，７６７万円

工事期間：令和７年４月～令和８年３月
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２．下水道維持管理事業 １，２７０万円

①下水道維持管理補修工事 ３００万円

下水道施設の破損、周辺道路の陥没等に伴う補修工事及び国・県道等の改築に伴う下

水道施設占用物件の移設に要する費用、また供用開始区域内で新規の桝設置に係る費

用です。

②委託料 ９４５万円

下水道台帳整備委託料、流域下水道との接続地点での水質・水量調査、除害施設設置

者（飲食店など油を取り除くための施設を設けている）から排出され

る汚水の水質調査、下水道管の詰まり等の清掃やカメラ等により管

内を確認をするための調査費用等です。

③その他 需用費、備品購入費等 ２５万円

３．下水道普及運営事業 ３１６万円

下水道へ接続する家庭や事業所が増えるよう普及促進を図り、

下水道事業会計を効果的・効率的に運営していくために係る費用です。

①水洗便所改造等貸付金 １１０万円

下水道が整備されると、その地域の皆さまは、自宅から下水道管へ接続する義務があり

ます。その接続の費用は個人負担となっております。下水道管へ接続する為に係る費用を

町が無利子で貸付をし、水洗化の向上を図っております。

但し、貸付ける限度額は、３０万円（アパート等は８０万円）となっております。

②修正設計委託料 １４５万円

下水道工事箇所の修正設計委託料です。

③その他 需用費、負担金等 ６１万円

下水道体験学習に係る経費や沖縄県下水道協会等への

負担金を支払っています。

４．流域関連事業 １億６，９４８万円

流域下水道の那覇処理区は、４つの市町（那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町）で構成

され、一つの処理場（那覇浄化センター）を持ち、県が管理し運営する下水道のことです。こ

の処理場の維持管理費や処理場等の老朽化に伴う施設の改築費用は、汚水量の割合によ

って構成市町で負担しています。

経費の内訳 流域下水道維持管理負担金 １億３，７１３万円

流域下水道建設負担金 ３，２３５万円

※流域下水道維持管理負担金は、本町の汚水を処理場（那覇浄化センター）できれいな水に

処理するための負担金で、財源は下水道使用料から充当しています。

※流域下水道建設負担金は、老朽化した下水道管及び処理場の改築に係る事業費の一部を

汚水量の割合によって構成市町（那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町）で負担していま

す。

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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下水道体験学習を開催しています！

区画下水道課では、児童生徒の夏休み期間中に、小学４年生の親子を対象に「下水道体

験学習」を開催しています。

親子で、下水道の役割や水の循環について学んでもらい、水の大切さや水環境の大切さ

について理解してもらうために行っています。下水道に関する動画を観たり、神里地区汚水

処理施設の見学を行っています。

【下水道体験学習のようす】

(南風原町中央公民館) (神里汚水処理場内)

下水道と水の循環の話を動画で観ました。 神里汚水処理場を見学しました。

５．公債費、他 ２億９，１８０万円

事業の実施にともなう借入金の返済に充てる元利償還金、南部水道企業団への使用料徴

収委託料、職員給与費、予備費等の費用です。

下水道事業会計負担金（一般会計）
（担当部署：経済建設部 区画下水道課

○下水道事業会計負担金 ２億３，１４５万円

下水道事業会計（公営企業会計）は、公費で賄うことが認められている

経費以外は基本的に、下水道の使用者が納める下水道使用料で運営す

ることになっております。しかし、まだ整備の途中であり、利用人口が約６０

％(R６年３月末接続人口／行政人口）のため、その方々だけで負担をす

ると、高額な使用料となってしまいます。それを抑えるため一般会計（官庁

会計）から下水道事業会計（公営企業会計）へ支出しています。

南風原町の下水道マンホール蓋

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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◆農業集落排水事業 １，９９８万円

近年、農業集落地域は、生活形態の多様化により家庭などから排出されるトイレ水、生活雑排

水（台所、洗濯など）等が原因で、排水路等が悪臭を放ち、また河川の水質悪化が懸念されていま

す。農業集落排水の整備は、排水路や川などの公共水域の水質保全が保たれ、きれいな農業用

水を確保し、集落地域の環境改善を行っています。

南風原町では、神里地区に農業集落排水が整備されています。農業集落排水事業での汚水処

理は使用している方が納める使用料で運営しており、使用者から下水道料金として徴収していま

す。

１ ． 神

里地区農業集落排水事業 １，４１４万円

神里地区は、農業集落排水（下水道）を平成１４年度から供用開始しています。各家庭から排

出される汚水等は、下水道管を通り汚水処理施設に運ばれ処理されております。高度処理され

た水は農業用水に再利用し、また水分を取り除いた汚泥は、産業廃棄物処理業者へ委託し堆

肥として利用しております。

①神里地区農業集落排水普及運営事業 ８９万円

神里地区の下水道使用料の徴収を南部水道企業団に委託するための費用や、各世帯が

下水道本管等へ接続する際にかかる工事費の一部を無利子で貸し付けするための費用を計

上しています。

②神里地区汚水処理施設維持管理事業 １，０８２万円

汚水処理施設の機械を安全に運転していくための管理

費や汚水処理施設内の修繕費、汚水処理施設から排出さ

れる汚泥を搬送する委託費用などです。

神里地区農業集落排水処理施設
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③神里地区集落排水維持管理事業 ２４３万円

神里地区内の下水道管の調査や清掃委託費用

及び管路布設等工事費用などです。

※農業集落排水は供用開始から約２０年が経過しており、

汚水処理施設や中継マンホールポンプ場における機械の

老朽化が見られることから、機械等の再整備実施計画策

定をするため「神里地区汚水処理施設機能強化対策事

業」を令和８年度採択に向け準備中です。

２．公債費など ５８４万円

農業集落排水事業を行うために借りた借金の返済金（元金・利子）です。

内 訳

・元金償還金 ５１０万円

・利子償還金 ５１万円

・その他 ２３万円
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都市計画振興事業
（担当部署：経済建設部 まちづくり振興課）

○都市計画振興事業 １，６４０万円

南風原町の都市計画関連事業及び、関連計画策定に使われる予算です。

①南風原南インターチェンジ周辺土地利用計画策定業務委託料 ６４３万円

・南風原南インターチェンジ周辺地区は、南風原町

都市計画マスタープランにおいて「新規産業集積ゾ

ーン」として新たな産業の誘致や町内企業の移転

用地として形成を図ることとされています。今年度は

津嘉山地区の南エリアの土地利用及び企業誘致の

検討を進めてまいります。

②大規模盛土造成地経過観察資料作成委託業務 ３６１万円

・沖縄県において示された南風原町内の大

規模盛土造成地において経過観察を行う

ための基礎となる資料作成を行います。

経過観察は、大規模盛土造成地の経過

観察マニュアルに基づき対策にあたっての

優先度評価及び現状の盛土評価を実施

し、宅地造成盛土に伴う災害防止に資する

資料を作成します。 ＜大規模盛土造成地の基準＞

③概略設計委託料 ４４７万円

・町道１号線は、国道329号と交差する道路となってお

り、国道からの左折車両が町道１号線の対向車線信号

待ち車両がある場合にスムーズに曲がれず渋滞が発生

している状況が確認されております。

渋滞緩和に向けて、合流時の滞留解消の検討を行

います。

④その他の経費（負担金、都市計画審議会、景観審議会等経費） １８９万円

利便性のよい魅力あるまちづくり
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地域公共交通システム実証運行事業
（担当部署：経済建設部 まちづくり振興課）

○地域公共交通システム実証運行事業 ２，７１７万円

本町は、路線バスの運行ルートから外れた地域間を移動する場合、公共交通等で移動す

ることが難しく、本町に住む運転免許証を持たない高齢者や子どもといった移動が難しい

方を支援する必要があります。また、本町を訪れる観光客が移動する際にも移動手段が少

ないことから観光客向けの移動支援も必要と考えられます。

本町では、誰もが気軽に使いやすく、日常生活を支える相乗り型オンデマンド交通を定

額で提供することにより、移動しやすい環境を整えることを本実証運行の目的としていま

す。また、移動データの共有などを通じて、既存の公共交通との相乗効果を高め、将来に

向けて安心して利用できる持続可能な移動サービスの提供を目指しています。

主な経費

１．地域公共交通会議委員謝礼金 １２万円

２．手数料 １３万円

３．地域公共交通システム運行業務委託料 １，９０４万円

４．地域公共交通システム運行予約管理業務委託料 ７８８万円
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道路維持事業
（担当部署：経済建設部 都市整備課）

○道路維持事業 ２，１５０万円

老朽化した道路における舗装、側溝等の補修をはじめ、雑草の除草を行い、快適な交通確保を

図ります。

（主な事業内容） （事業費内訳）

① 道路面の清掃及び舗装の補修 需用費 ５７万円

② 道路側溝、排水の清掃及び補修 役務費 ３５１万円

③ 街路樹の伐採、せん定 重機等使用料 １５０万円

④ 台風や水害後の道路及び排水等の清掃 維持工事費 １，４２２万円

⑤ 需要費 原材料費 １７０万円

町道の側溝修繕作業状況
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町道１０号線道路改良事業
（担当部署：経済建設部 都市整備課）

○町道１０号線道路改良事業 ６，４４９万円

町道１０号線は、県道２４０号線と那覇市道鳥堀１２号線を結ぶ一級町道です。周辺に

は那覇南風原クリーンセンター（ごみ処理施設）や開邦高校等の施設があり通勤通学や近

隣市への通過交通として多く利用されている重要な道路となっています。

しかしながら、本路線の大半が土砂災害警戒区域（地すべり）とされており、舗装に亀

裂や沈下が生じている箇所があり、歩道が無く幅員が狭小な箇所で歩行者や車両がふくそ

うし、非常に危険な状態であることから、本路線を整備することにより、地すべり災害を

防止し、歩道を設置することで歩行者の安全が確保できて、車両の通行も容易になるので、

地域の生活環境の改善が期待されます。

令和７年度は用地購入・物件補償を実施します。

【全体事業概要】 【令和７年度の事業費内訳】

総事業費：１７億７，２７５万円 事業費 ６，４４９万円

事業年度：平成２４年度～令和９年度 《収入》

改良工事：距離＝４０１ｍ 県の補助（８０％） ５，１０４万円

工事区間：県道南風原与那原線と 町債(町の借金) １，２１１万円

那覇市道鳥堀１２号線 一般財源 １３４万円

とを結ぶ区間 《支出》

用地購入費 ２，９４５万円

物件補償費 ２，６５３万円

その他 ８５１万円
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町道９号線（武川良橋）道路改良事業
（担当部署：経済建設部 都市整備課）

○町道９号線（武川良橋）道路改良事業 １，５３１万円

町道９号線は主要地方道南風原知念線と県道４８号線を連結し、喜屋武集落や神里集落

を結ぶ重要な道路である。本線周辺には、翔南小学校が隣接し、児童生徒の通学路として

も多く利用されている道路である。

しかしながら、本路線に架かる武川良橋は竣工後４３年経過しており令和３年度に実施

した橋梁点検で主桁の一部に著しい剥離、鉄筋露出が生じていることで健全度の判定区分

がⅢと診断されており、早急に措置を講ずるべき状態となっている。

武川良橋を更新することで、周辺県道へのアクセス性の向上や地域住民が安全に通行で

きる環境の推進を図ることができる

令和７年度は実施設計を実施します。

【全体事業概要】 【令和７年度の事業費内訳】

総事業費： ６，６００万円 事業費 １，５３１万円

事業年度：令和７年度～令和９年度 《収入》

改良工事：距離＝１０ｍ 国の補助（８０％） 1，２２４万円

工事区間：南風原知念線と県道４８号線 町債(町の借金) ２７０万円

を結ぶ区間 一般財源 ３７万円

《支出》

委託費 １，５３１万円
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交通安全対策地区内連携事業
（担当部署：経済建設部 都市整備課）

○交通安全対策地区内連携事業 １億４８１万円

町道１０号線は、県道２４０号線と那覇市道鳥堀１２号線を結ぶ道路である。周辺には

那覇・南風原クリーンセンター（ごみ処理施設）や北丘小学校等の施設があり通勤通学や

近隣市への通過交通として多く利用されている重要な道路である。朝夕の時間帯を中心に

渋滞が発生しており、地区内への生活道路に車両が多く流入している。

しかしながら、歩道が無く幅員が狭小な箇所で歩行者や車両が輻輳し、非常に危険な

状態である。 本路線を整備することにより、歩道を設置することで歩行者の安全を確保し

車両の通行も容易になるので、生活道路における交通安全の確保を図る。

令和７年度は用地購入、物件補償、磁気探査及び道路工事を実施します。

【全体事業概要】 【令和７年度の事業費内訳】

総事業費：３億８，２２５万円 事業費 １億４８１万円

事業年度：平成２４年度～令和９年度 《収入》

改良工事：距離＝４４０ｍ 国の補助（８０％） ８，０００万円

工事区間：県道南風原与那原線と 町債(町の借金) １，８００万円

那覇市道鳥堀１２号線 一般財源 ６８１万円

とを結ぶ区間 《支出》

用地購入費 ４，１８９万円

物件補償費 ８１３万円

委託費 ９４６万円

工事費 ４，５０１万円

その他 ３２万円
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津嘉山中央線街路事業(２工区)
（担当部署：経済建設部 都市整備課）

○津嘉山中央線街路事業(２工区) １億１，３０７万円

当路線は、国道507号付近の既成市街地と津嘉山北区画整理区域、国道329号を結ぶ主要な補

助幹線道路です。周辺には、学校や公園などの公共施設があり、通勤通学及び公共施設等へのア

クセス道路として利用される重要な路線となっています。

区画整理区域と一体となった市街地や新たな地域拠点を創出するため、本路線を整備し地域間

の交流・活力ある地域づくりの形成を図っていきます。

令和７年度は用地購入及び物件補償を実施します。

箇 所 名 ： 南風原町字津嘉山

全 体 計 画 ： 延長Ｌ＝２５０ｍ 幅員Ｗ＝１２ｍ

全体事業費 ： １１億（国費８億８，０００万円）

事 業 期 間 ： 平成２８年度～令和９年度

【 令和７年度事業費 １億１，３０７万円の内訳 】

《収入》 県補助金：８，６００万円、町債（町の借金）：２，４３６万円、一般財源：２７１万円

《支出》 委託費：６２２万円、用地購入費：２，７５１万円

物件補償費７，８５１万円、その他：８３万円



- 139 -

利便性のよい魅力あるまちづくり

津嘉山北土地画整理事業（土地区画整理事業特別会計）
（担当部署：経済建設部 区画下水道課）

○津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） ４億９，６６６万円

津嘉山北土地区画整理事業は、平成２年頃から地域住民や土地所有者の皆様と共に、まち

づくり（案）などについて議論と検討を重ねながら作成され、事業計画が平成５年に国から認可

をうけ、同年から事業が始まりました。この事業は国の補助を受けて行っています。

【土地区画整理事業の概要】

◆土地区画整理事業とは、都市基盤が未整備な市街地や市街化の予想される地区を健全な市街

地にするために、道路・公園・河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利

用の増進を図る事業です。

◇土地区画整理事業の仕組み◇

◆地区内の土地所有者等が、土地を少しずつ提供（減歩）し、道路・公園などの公共用地

や保留地に充てます。各個人の土地は、地形や形状が改善されて再配置（換地）されま

す。この結果、図の様に道路・公園等の公共施設が整備されます。また、個人の土地は

区画が整理されるとともに、無接道の土地も接道することとなり、土地活用が図りやす

くなります。

※保留地とは、売却することで事業費を得るための土地のことです。

※地権者の宅地の面積は土地区画整理事業後に減少しますが、道路や公園などの公共施

設 の整備や、宅地の整地によって利用価値が上がります。

◇事業の特徴及び効果◇

・事業区域内の道路、水路、公園等土地の区画が整えられ生活環境が改善されます。

・上・下水道など、生活に必要な施設が総合的に整備され、衛生環境の向上が図られま

す。

・土地の所有者などが公平に土地等を負担し、また利益も公平に受けられます。

・区画整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年培われてきた地域のｺﾐｭﾆﾃｨが

生かされます。

・子どもの遊び場や住民の憩いの場である公園が確保されます。
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津嘉山北土地区画整理事業の概要

●事業の名称

那覇広域都市計画事業

津嘉山北土地区画整理事業

●都市計画決定

平成５年１０月２６日

●事業計画の認可

平成６年３月２５日

●仮換地指定(100%)
平成１１年５月２０日

●施行者の名称

南風原町

●施行地区の面積

７１．４ｈａ（町全体の約７％）

●施行期間

平成５年度～令和１０年度

●総事業費

約３０５億円

●令和６年度までの事業進捗

事業費＝約250.6億円

進捗率＝約82.2％（総事業費ベース）

●令和７年度の主な事業内容

１．道路築造工事及び造成工事

２．道路築造工事のための建物等の移転補償
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令和７年度工事予定箇所

写真番号：① 写真番号：②

写真番号：③ 写真番号：④

利便性のよい魅力あるまちづくり
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津嘉山北土地区画整理事業費内訳

令和７年度事業費 ４億９，６６６万円

○土地区画整理事業繰出金 ２億３，０９９万円

津嘉山地区土地区画整理事業をスムーズに行うため、一般会計から土地区画整理事業特別会

計に繰出しています。

土地区画整理事業繰出金 ２億３，０９９万円


